
（鳥監公表第　11　号）

指摘事項内容 措置状況
措置通知
年 月 日

備考

都市整備部（道路課）

　
　適切な随意契約事務の執行について（契約）
　一般廃棄物処理委託（市道草刈受入処分代）及び建設廃棄物処理委託につき、鳥取県
が作成した土木工事施設設計単価表のみをもって６号随意契約を締結することはできな
い。
　これは、他の事業者の受注機会を奪うことにつながることとなり、随意契約制度の趣
旨に反するものである。適切な事務処理をされたい。
　（地方自治法施行令第167条の２、鳥取市契約規則第21条の２）

　
　一般廃棄物処理委託（市道草刈受入処分代）及び建
設廃棄物処理委託について、令和４年度は３者見積り
をとり１号随意契約により適正に施行しました。
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